
広島市では、平成３０年７月５日からの大雨に伴う被害を証明する罹災証明書の申

請受付を７月９日（月）から開始します。 

  

★罹災証明の範囲 

  

 罹災した建物（住家及び非住家）の「被害の程度」について、証明を行います。 

 ※ 自動車、カーポート、門扉や塀、テレビなどは対象になりません。 

 ※１ 任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です（同居親族や法人等の申

請でその従業員等の場合は除く。）。 

 ※２ 個人が申請する場合は、本人確認と住所確認ができる書類が必要です。 

また、法人等の従業員等が申請する場合は、従業員等であることを確認できる書

類が必要です。  

 ※３ 居住していないが所有している建物についての申請の場合や法人等の所在

地と罹災した建物の所在が異なる場合などは、 所有権等を確認できる書類が必要

です。 

  

受付窓口 

  

 罹災証明の申請は、罹災した建物の所在する区を管轄する区役所の地域起こし推

進課が受け付けます。 

 申請には「罹災証明書交付申請書」を提出していただくことになります。 

 ※ 申請の際には、罹災状況がわかる写真等がありましたら、あわせてご提出をお

願いいたします。  

  

問い合わせ先 

  

 安 芸 区 地域起こし推進課  ☎082-821-4905 

 


